
【会社情報適時開示の流れ】
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※１　公開する会社情報

（a）金融商品取引法及び金融商品取引所の定める適時開示規則により開示が要請される情報

（b）上記（a）以外の情報で、投資家の投資判断に大きな影響を与えると思われる情報

※２　開示方法
（a）金融商品取引所の適時開示情報伝達システム（TDｎｅｔ）による公開

（b）株式会社東京証券取引所（兜倶楽部内）での資料投函　（情報の重要度に応じ、記者発表を実施する場合あり）

（c）上記（a）（b）による公開後、当社ウェブサイトへの掲載　　（情報の重要度に応じ、説明会を実施する場合あり）

※３　開示後の問い合わせ
情報開示担当者が対応します。
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(注) 取締役会の承認が必要な事項の場合は、以下の承認を得る


